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　生後6か月～4歳の方の新型コロナワクチン接種について、無料で接種を受けられる特例臨時接種の期間が「令和6年3月末まで」に延長されました。この機会に改めてワクチン接種をご検討ください。

　なお、コロナワクチンの接種は強制ではありません。ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について正しい知識を持っていただいた上で、ご本人や保護者の方の同意がある場合に限り接種は行われます。


 



乳幼児接種の概要


【接種対象者】


　八幡浜市に住民登録のある、1回目の接種日時点で生後6か月以上4歳以下の方（5歳になられた方は、小児用ワクチンでの接種となります）


 


【5歳を迎えた場合の接種の取り扱いについて】



	
			・乳幼児用ワクチンの予診票は、発送日時点の年齢に基づいてお送りしています。


			・このため、都合により1回目の接種を5歳になってから受ける場合があります。


			・乳幼児用ワクチンを一度も接種せず5歳の誕生日を迎えた場合、接種するワクチンは乳幼児用ではなく小児用となります。

			



 


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓


 


	
			・乳幼児用の予診票を送付後、1～3回の接種を完了していない方には、小児用の予診票はお送りしません。


			・乳幼児用ワクチンを一度も接種せず5歳になった場合は、乳幼児用の予診票を使用して小児用のワクチンを接種してください（乳幼児用と小児用の予診票の記載内容は同じです）。


			・この場合、小児用の初回接種は2回ですので、乳幼児用の3回目の予診票は不要となります。


			　お手数ですが、3回目の予診票は破棄していただきますようお願いします。

			



【実施期間】


令和４年１０月２４日から令和６年３月３１日まで


 


【接種費用】


無料で接種できます。


 


【使用するワクチン】


ファイザー社製　乳幼児用ワクチン


 


【接種回数・間隔】


以下の間隔を空け、計3回接種します。


●　1回目と2回目の間：20日（1回目接種の3週間後の同じ曜日から2回目接種が可能）


●　2回目と3回目の間：55日（2回目接種の8週間後の同じ曜日から3回目接種が可能）


※乳幼児用ワクチンはこれまでのワクチンと異なり、3回接種で初回接種完了となります。

※1回目の接種時に4歳だった方は、5歳の誕生日を迎えても2回目・3回目は乳幼児用ワクチンを接種します。

※1回目の接種時に既に5歳となっている場合は、小児用（5～11歳用）ワクチンを接種します。

　小児用ワクチンは2回接種で初回接種完了となります。

※インフルエンザワクチンは、コロナワクチンと同時に接種を受けることができます。

※インフルエンザ以外のワクチンは同時に接種できません。

　互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種可能となります。



 


【予約方法】


　乳幼児接種のご予約は、乳幼児用ワクチンの接種間隔が特殊であることなどから、電話予約のみとさせていただきます。ご了承ください。


	乳幼児接種用「新型コロナワクチン接種の手続きについて」



 


【接種できる医療機関】


　乳幼児接種は個別接種で実施します。


　みかんこどもクリニック


　守口小児科


 



関連リンク


	生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ（外部リンク）
	ワクチンを受けた後は15分以上接種会場で様子をみてください（外部リンク）
	ファイザー社の新型コロナワクチン接種についての説明書（乳幼児接種用）（外部リンク）




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
市民福祉部　保健センター
郵便番号：796-0010
住所：愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL：0894-24-6626
FAX：0894-24-6652
E-Mail：hoken-center@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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